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(57)【要約】
【課題】作業中の中速度範囲における出力の低下及び加
速の低下を改善した手持ち式エンジン作業機を提供する
。
【解決手段】本発明による内燃エンジン(2)は、点火制
御装置(12)を有する。点火制御装置(12)は、中速度範囲
(32)において回転速度の上昇とともに点火タイミングを
第１のＢＴＤＣ角度(A1)から第２のＢＴＤＣ角度(A2)に
進角させ且つ高速度範囲(34)において点火タイミングを
第２のＢＴＤＣ角度(A2)に維持する通常モードと、高速
度範囲(34)において点火タイミングを第２のＢＴＤＣ角
度(A2)に維持し且つ中速度範囲(32)において点火タイミ
ングを第１のＢＴＤＣ角度(A1)と第２のＢＴＤＣ角度(A
2)の間の第３のＢＴＤＣ角度(A3)よりも進角させる作業
モードとの間を切換え可能である。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手持ち式のエンジン作業機（１）であって、
　内燃エンジン（２）を有し、前記内燃エンジン（２）は、シリンダ（４）と、クランク
シャフト（６）と、前記シリンダ（４）内に配置され且つ前記クランクシャフト（６）に
連結されたピストン（８）と、前記シリンダ（４）の上部に配置された点火プラグ（１０
）を有し、
　更に、前記点火プラグ（１０）を作動させる点火制御装置（１２）を有し、
　前記点火制御装置（１２）は、中速度範囲（３２）において回転速度の上昇とともに点
火タイミングを第１のＢＴＤＣ角度（Ａ１）から第２のＢＴＤＣ角度（Ａ２）に進角させ
且つ高速度範囲（３４）において点火タイミングを前記第２のＢＴＤＣ角度（Ａ２）に維
持する通常モードと、高速度範囲（３４）において点火タイミングを前記第２のＢＴＤＣ
角度（Ａ２）に維持し且つ中速度範囲（３２）において点火タイミングを前記第１のＢＴ
ＤＣ角度（Ａ１）と前記第２のＢＴＤＣ角度（Ａ２）の間の第３のＢＴＤＣ角度（Ａ３）
よりも進角させる作業モードとの間を切換え可能であり、中速度範囲（３２）におけるい
ずれの回転速度においても、作業モードの点火タイミングは、通常モードの点火タイミン
グよりも進角されることを特徴とする、手持ち式のエンジン作業機（１）。
【請求項２】
　作業モードにおける中速度範囲（３２）において、点火タイミングは、前記第２のＢＴ
ＤＣ角度（Ａ２）に維持される、請求項１に記載の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項３】
　作業モードにおける中速度範囲（３２）において、回転速度の低下ととともに点火タイ
ミングを前記第２のＢＴＤＣ角度（Ａ２）から進角させ又は遅角させる、請求項１に記載
の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項４】
　前記点火制御装置（１２）は、回転速度が所定の作業回転速度（Ｓ１）よりも小さくな
ったとき、又は、回転速度が所定の作業回転速度（Ｓ３）よりも小さくなってから所定の
期間の経過後、前記作業モードを前記通常モードに切換えるように構成される、請求項１
に記載の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項５】
　前記点火制御装置（１２）は、回転速度が所定の作業回転速度（Ｓ１）よりも大きくな
ってから所定の期間の経過後、又は、回転速度が所定の作業回転速度（Ｓ２）よりも大き
くなったとき、前記通常モードを前記作業モードに切換えるように構成される、請求項１
に記載の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項６】
　前記点火制御装置（１２）は、スロットルバルブ（３）が全開位置にあることを検出し
たとき、前記通常モードを前記作業モードに切換えるように構成される、請求項１に記載
の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項７】
　前記点火制御装置（１２）は、スロットルバルブ（３）がアイドル位置にないことを検
出したとき、前記通常モードを前記作業モードに切換えるように構成される、請求項１に
記載の手持ち式エンジン作業機（１）。
【請求項８】
　前記点火制御装置（１２）は、スロットルバルブ（３）が全開位置にないことを検出し
たとき、又は、スロットルバルブ（３）が全開位置にないことを検出してから所定の期間
の経過後、又は、スロットルバルブ（３）がアイドル位置にあることを検出したとき、前
記作業モードを前記通常モードに切換えるように構成される、請求項１に記載の手持ち式
エンジン作業機（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、手持ち式エンジン作業機に関し、更に詳細には、チェーンソー、刈払機、エ
ンジンカッター、ヘッジトリマー等の手持ち式エンジン作業機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手持ち式エンジン作業機に搭載された２サイクル内燃エンジンは、シリンダ内に配置さ
れ且つクランクシャフトに連結されたピストンと、シリンダの上部に配置された点火プラ
グと、点火プラグを作動させる点火制御装置を有している。点火プラグの有効な作動によ
り、シリンダ内の混合気を点火して燃焼させ、燃焼空気の膨張により、上死点位置から下
死点位置に移動するピストンに力を付与する。点火制御装置は、ピストンの上死点位置に
対する点火プラグの点火タイミング（例えば、上死点位置前のクランクシャフトの角度で
あるＢＴＤＣ角度）を設定することが可能である。
【０００３】
　点火制御装置は、通常、低速度範囲（例えば、４０００ｒｐｍ以下）における点火タイ
ミングをピストンの上死点位置に近い第１のＢＴＤＣ角度Ａ１に設定し、高速度範囲（例
えば、９０００ｒｐｍ以上）における点火タイミングを第２のＢＴＤＣ角度Ａ２まで進角
させるように構成される（図１３参照）。これは、高速度範囲の出力を向上させるためで
ある。中速度範囲（例えば、４０００～９０００ｒｐｍ）における点火タイミングは、低
速度範囲の点火タイミングと高速度範囲の点火タイミングを連続させるように定められて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－００７５７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　チェーンソーで太い木を切断する場合、一般的に、スロットルレバーを全開位置にして
、チェーンソーを高回転速度（例えば、１００００ｒｐｍ）にしてから切断を始める。刃
が木に進入していくとエンジンに負荷が掛り、チェーンソーの回転速度が高速度範囲の回
転速度よりも低下する。この場合、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも遅角
し、チェーンソーの出力も低下する。
【０００６】
　また、チェーンソーで多くの細い枝を切断する場合、一般的に、スロットルレバーを全
開位置にして、チェーンソーを高回転速度（例えば、１００００ｒｐｍ）にして枝を切る
ことと、１つの枝を切断した後、スロットルレバーを緩めてチェーンソーの回転速度を低
下させることを繰返す。回転速度が９０００ｒｐｍよりも低下すると、点火タイミングが
第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも遅角して、出力が低下し、次に高回転速度にするときの加
速が低下する。
【０００７】
　仮に、第２のＢＴＤＣ角度に達する回転速度を６０００ｒｐｍにすれば（図１３参照）
、上記出力の低下及び上記加速の低下を解決できそうである。しかしながら、気化器の燃
料供給を薄い側に設定したとき、意図しない回転速度の上昇のおそれがある。また、燃料
が薄い場合、スロットルレバーを緩めても、回転が低下しにくいことがある。このため、
第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に達する回転速度を変更しないことが好ましい。
【０００８】
　そこで、本発明は、作業中の中速度範囲における上記出力の低下及び上記加速の低下を
改善した手持ち式エンジン作業機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記目的を達成するために、本発明による手持ち式のエンジン作業機は、内燃エンジン
を有し、前記内燃エンジンは、シリンダと、クランクシャフトと、前記シリンダ内に配置
され且つ前記クランクシャフトに連結されたピストンと、前記シリンダの上部に配置され
た点火プラグを有し、更に、前記点火プラグを作動させる点火制御装置を有し、前記点火
制御装置は、中速度範囲において回転速度の上昇とともに点火タイミングを第１のＢＴＤ
Ｃ角度から第２のＢＴＤＣ角度に進角させ且つ高速度範囲において点火タイミングを前記
第２のＢＴＤＣ角度に維持する通常モードと、高速度範囲において点火タイミングを前記
第２のＢＴＤＣ角度に維持し且つ中速度範囲において点火タイミングを前記第１のＢＴＤ
Ｃ角度と前記第２のＢＴＤＣ角度の間の第３のＢＴＤＣ角度よりも進角させる作業モード
との間を切換え可能であり、中速度範囲におけるいずれの回転速度においても、作業モー
ドの点火タイミングは、通常モードの点火タイミングよりも進角されることを特徴として
いる。
【００１０】
　このように構成された手持ち式エンジン作業機では、低速度範囲（アイドル運転状態）
からスロットレバーを全開位置にして高速度範囲に移行するとき、点火制御装置は、通常
モードで作動する。すなわち、点火制御装置は、中速度範囲において回転速度の上昇とと
もに点火タイミングを第１のＢＴＤＣ角度から第２のＢＴＤＣ角度に進角させ且つ高速度
範囲において点火タイミングを前記第２のＢＴＤＣ角度に維持する。一方、点火制御装置
が作業モードに切換わった後、高速度範囲において点火タイミングを前記第２のＢＴＤＣ
角度に維持し且つ中速度範囲において点火タイミングを前記第１のＢＴＤＣ角度と前記第
２のＢＴＤＣ角度の間の第３のＢＴＤＣ角度よりも進角させ、中速度範囲におけるいずれ
の回転速度においても、作業モードの点火タイミングは、通常モードの点火タイミングよ
りも進角される。これにより、中速度範囲において、出力が低下すること及び加速が低下
することが防止される。例えば、チェーンソーの刃が木に進入してチェーンソーの回転速
度が中速度範囲に低下しても、チェーンソーの出力の低下を軽減することができる。また
、チェーンソーで多くの細い枝を切断するために、スロットルレバーを緩めてチェーンソ
ーの回転速度が中速度範囲に低下した後スロットレバーを全開位置にしたとき、チェーン
ソーの加速を向上させることができる。
【００１１】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、作業モードにおける中速度範囲にお
いて、点火タイミングは、前記第２のＢＴＤＣ角度に維持されてもよいし、回転速度の低
下ととともに点火タイミングを前記第２のＢＴＤＣ角度から進角させ又は遅角させてもよ
い。
【００１２】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、例えば、点火制御装置は、回転速度
が所定の作業回転速度よりも小さくなったとき、又は、回転速度が所定の作業回転速度よ
りも小さくなってから所定の期間の経過後、作業モードを通常モードに切換えるように構
成される。
【００１３】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、例えば、点火制御装置は、回転速度
が所定の作業回転速度よりも大きくなってから所定の期間の経過後、又は、回転速度が所
定の作業回転速度よりも大きくなったとき、通常モードを作業モードに切換えるように構
成される。
【００１４】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、例えば、点火制御装置は、スロット
ルバルブが全開位置にあることを検出したとき、通常モードを作業モードに切換えるよう
に構成される。
【００１５】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、例えば、点火制御装置は、スロット
ルバルブがアイドル位置にないことを検出したとき、通常モードを作業モードに切換える
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ように構成される。
【００１６】
　上記手持ち式エンジン作業機の実施形態において、例えば、点火制御装置は、スロット
ルバルブが全開位置にないことを検出したとき、又は、スロットルバルブが全開位置にな
いことを検出してから所定の期間の経過後、又は、スロットルバルブがアイドル位置にあ
ることを検出したとき、作業モードを通常モードに切換えるように構成される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による手持ち式エンジン作業機により、作業中の中速度範囲における上記出力の
低下及び上記加速の低下を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるチェーンソーの斜視図である。
【図２】内燃エンジンの概略図である。
【図３】内燃エンジンの点火制御装置の概略図である。
【図４】内燃エンジンの点火制御装置の回路図である。
【図５】内燃エンジンの回転速度と点火タイミングの本発明による関係の第１の例を示す
図である。
【図６】内燃エンジンの回転速度と点火タイミングの本発明による関係の第２の例を示す
図である。
【図７】内燃エンジンの回転速度と点火タイミングの本発明による関係の第３の例を示す
図である。
【図８】通常モードと作業モードの切換えを示すフローチャートの第１の例である。
【図９】通常モードと作業モードの切換えを示すフローチャートの第２の例である。
【図１０】通常モードと作業モードの切換えを示すフローチャートの第３の例である。
【図１１】通常モードと作業モードの切換えを示すフローチャートの第４の例である。
【図１２】通常モードと作業モードの切換えを示すフローチャートの第５の例である。
【図１３】内燃エンジンの回転速度と点火タイミングの従来技術における関係を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明によるチェーンソーの実施形態を説明する。
【００２０】
　図１は、本発明による手持ち式エンジン作業機の一例であるチェーンソーの斜視図であ
る。チェーンソー１は、それを駆動する２サイクル内燃エンジン２と、内燃エンジン２に
流入させる混合気の量を調節するスロットルバルブ３（図２参照）を作動させるスロット
ルレバー２ａを有している。スロットルバルブ３には、必要に応じて、スロットルバルブ
３が全開位置にあることを検出するスイッチ３ｂ、又は、スロットルバルブ３がアイドル
位置にあることを検出するスイッチ３ｃが設けられてもよい。
【００２１】
　図２は、本発明による２サイクル内燃エンジン２の概略図である。内燃エンジン２は、
シリンダ４と、クランクシャフト６と、シリンダ４内に配置され且つクランクシャフト６
に連結されたピストン８と、シリンダ４の上部に配置された点火プラグ１０を有している
。内燃エンジン２の圧縮ストロークにおいて、ピストン８は、上死点位置８ａまで上昇す
る。一般的にはピストン８が上死点位置８ａに到達するよりも前のタイミングで、点火プ
ラグ１０を有効に作動させてシリンダ４内の混合気を燃焼させることにより、ピストン８
に下向きの推進力を与える。
【００２２】
　図３は、本発明による内燃エンジンの点火制御装置の概略図である。内燃エンジン２は
、点火プラグ１０を作動させる点火制御装置１２を有する。
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【００２３】
　点火制御装置１２は、クランクシャフト６に取付けられたフライホイール１４ａの外周
に設けられた１対の磁石１４ｂと、フライホイール１４ａの外周に隣接して配置されたＵ
字形の鉄心１４ｃと、鉄心１４ｃの周りに巻かれた入力用コイル１４ｄを有している。ま
た、点火制御装置１２は、入力用コイル１４ｄに接続された制御回路部１６と、制御回路
部１６に接続された１次側コイル１８ａと、点火プラグ１０に接続された２次側コイル１
８ｂを有している。
【００２４】
　図４は、本発明による内燃エンジン２の点火制御装置１２の回路図である。図４に示す
ように、制御回路部１６は、プロセッサ２０と、ダイオード２２と、コンデンサ２４と、
スイッチ用サイリスタ２６を有する。プロセッサ２０のピンａとピンｅは、入力用コイル
１４ｄに接続され、入力用コイル１４ｄに誘導された電圧は、プロセッサ２０に電力を供
給する。プロセッサ２０のピンｂ及びピンｃも、入力用コイル１４ｄに接続され、プロセ
ッサ２０は、入力用コイル１４ｄに誘導された電気信号を受信する。ダイオード２２、コ
ンデンサ２４及び１次側コイル１８ａが、入力用コイル１４ｄに直列に接続される。スイ
ッチ用サイリスタ２６は、コンデンサ２４及び１次側コイル１８ａと並列に接続される。
また、プロセッサ２０のピンｄは、サイリスタ２６のゲートに接続される。ピンｄがＬＯ
Ｗのとき、サイリスタ２６は非通電状態になり、ピンｄがＨＩＧＨのとき、サイリスタ２
６は通電状態になる。
【００２５】
　次に、本発明による内燃エンジンの作動を説明する。
【００２６】
　内燃エンジン２の作動により、クランクシャフト６が回転すると、フライホイール１４
ａに取付けられた１対の磁石１４ｂが、Ｕ字形鉄心１４ｃの近くを通過する。それにより
、入力用コイル１４ｄに電圧が誘導され、入力用コイル１４ｄに電流が流れる。プロセッ
サ２０は、入力用コイル１４ｄからピンａ、ｅを介して供給される電圧によって駆動され
るとともに、電流による電気信号をピンｂ，ｃを介して受信する。プロセッサ２０は、か
かる電気信号により、内燃エンジン２の回転速度及び角度位置を検出し又は計算する。
【００２７】
　プロセッサ２０がピンｄをＬＯＷにして、サイリスタ２６を非通電状態にすると、入力
用コイル１４ｄに誘導された電圧により、コンデンサ２４を充電する。点火プラグ１０の
点火タイミングになったら、プロセッサ２０は、ピンｄをＨＩＧＨにして、サイリスタ２
６を通電状態にする。それにより、コンデンサ２４を放電させて、１次側コイル１８ａに
電流を流す。１次側コイル１８ａに流れる電流は、２次側コイル１８ｂに高電圧パルスを
発生させて、かくして、点火プラグ１０を作動させる。
【００２８】
　図５～図７に例示するように、点火制御装置１２のプロセッサ２０は、内燃エンジン２
の回転速度に応じて設定された点火タイミングで、点火プラグ１０を作動させる。本明細
書において、点火タイミングを、ＢＴＤＣ角度（上死点位置８ａ前のクランクシャフト６
の角度）で表す。点火タイミングは、２種類のモード、すなわち、実線で示す通常モード
と、点線で示す作業モードで作動される。後述するように、通常モードと作業モードは適
宜切換えられる。
【００２９】
　図５に示す第１の例において、通常モードでは、点火制御装置１２は、低速度範囲３０
（例えば、４０００ｒｐｍ以下）、中速度範囲３２（例えば、４０００ｒｐｍ～９０００
ｒｐｍ）、及び高速度範囲３４（例えば、９０００ｒｐｍ以上）においてそれぞれ異なる
点火タイミングを設定する。低速度範囲３０では、点火タイミングを比較的小さい第１の
ＢＴＤＣ角度Ａ１に維持する。第１のＢＴＤＣ角度Ａ１は、ピストン８の上死点位置８ａ
近傍の角度であり、例えば、１０～２０度である。高速度範囲３４では、点火タイミング
を、比較的大きい第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持する。第２のＢＴＤＣ角度Ａ２は、例え
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ば、３０～４０度である。中速度範囲３２では、回転速度の上昇とともに点火タイミング
を第１のＢＴＤＣ角度Ａ１から第２のＢＴＤＣ角度Ａ２まで進角させる。
【００３０】
　作業モードでは、点火制御装置１２は、高速度範囲３４において、点火タイミングを第
２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持し、中速度範囲３２において、点火タイミングを、第１のＢ
ＴＤＣ角度Ａ１と第２のＢＴＤＣ角度Ａ２の間の第３のＢＴＤＣ角度Ａ３よりも遅角させ
、中速度範囲３２におけるいずれの回転速度においても、作業モードの点火タイミングは
、通常モードの点火タイミングよりも遅角される。第１の例では、中速度範囲３２におい
て、点火タイミングを、第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持する。図５から分かるように、高
速度範囲３４における点火タイミングは、通常モード及び作業モードにおいて同じであり
、中速度範囲３２における点火タイミングが、通常モードと作業モードで異なっている。
【００３１】
　図６に示す第２の例は、第１の例とほとんど同じであるが、作業モードにおける中速度
範囲３２において、第１の例と異なっている。具体的には、回転速度の低下とともに、点
火タイミングを第２のＢＴＤＣ角度Ａ２から徐々に進角させる。最大の進角量は、例えば
、約５～１０度である。作業モードにおける中速度範囲３２において、ノッキング生じな
ければ、第１の例又は第２の例のようにすることが好ましい。
【００３２】
　図７に示す第３の例は、第１の例とほとんど同じであるが、作業モードにおける中速度
範囲３２において、第１の例と異なっている。具体的には、回転速度の低下とともに、点
火タイミングを第２のＢＴＤＣ角度Ａ２から徐々に遅角させる。最大の遅角量は、例えば
、約５～１０度である。作業モードにおける中速度範囲３２において、ノッキング生じる
場合、第３の例のようにすることが好ましい。第３のＢＴＤＣ角度Ａ３は、回転速度の低
下とともに点火タイミングを第２のＢＴＤＣ角度Ａ２から徐々に遅角させたときに想定さ
れる最小のＢＴＤＣ角度よりも小さい角度である。
【００３３】
　次に、図８～１２を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの５
つの例を説明する。これらの例は、図５に示した第１の例の点火タイミングを参照して説
明されるが、第２の例（図６）又は第３の例（図７）についても同様である。
【００３４】
　図８を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの第１の例を説明
する。概略的には、チェーンソー１を通常モードでスタートし、回転速度が第１の作業回
転速度Ｓ１を越えて適当な期間経過したら、通常モードを作業モードに切換える。また、
回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１よりも低下したら、作業モードを通常モードに切換え
る。
【００３５】
　具体的には、Ｓ１０１において、チェーンソー１を通常モードに設定し、Ｓ１０２にお
いて、カウンタをリセットする。スロットルレバー２ａによりスロットルバルブ３を開く
ことにより、回転速度が、低速度範囲３０から中速度範囲３２に上昇する。Ｓ１０３にお
いて、回転速度が中速度範囲３２における第１の作業回転速度Ｓ１よりも大きいかどうか
を判定する。回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１以下である場合、Ｓ１０２に戻る。回転
速度が第１の作業回転速度Ｓ１よりも大きい場合、Ｓ１０４において、カウンタの値を１
つ増やして、Ｓ１０５において、カウンタの値が所定の値よりも大きいかどうかを判定す
る。カウンタの値が所定の値以下の場合、すなわち、回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１
を越えて適当な期間が経過していない場合、Ｓ１０３に戻る。カウンタの値が所定の値よ
りも大きい場合、作業中であると考え、Ｓ１０６において、通常モードを作業モードに切
換える。第１の作業回転速度Ｓ１は、負荷によって回転速度が高速度範囲３４から中速度
範囲３２に低下しても作業を継続する基準作業回転速度である。例えば、第１の作業回転
速度Ｓ１は、チェーンソー１の刃１ａが木に進入して、回転速度が中速度範囲３２に低下
しても作業を継続するように定められる。作業モードでは、高速度範囲３４だけでなく中
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速度範囲３２においても、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持されるので、
中速度範囲３２における出力が増大し、作業を効率よく行うことができる。
【００３６】
　次いで、Ｓ１０７において、回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１よりも小さいかどうか
を判定する。回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１以上である場合、作業を継続していると
考え、Ｓ１０７に戻り、作業モードを維持する。回転速度が第１の作業回転速度Ｓ１より
も小さい場合、作業を終了したと考え、Ｓ１０８において、作業モードを通常モードに切
換える。点火タイミングが、第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも小さくなるので、回転速度を
中速度範囲３２から低速度範囲３０に確実に低下させることができる。
【００３７】
　次に、図９を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの第２の例
を説明する。概略的には、チェーンソー１を通常モードでスタートし、回転速度が高速度
範囲３４における第２の作業回転速度Ｓ２を越えたら、通常モードを作業モードに切換え
る。また、回転速度が第３の作業回転速度Ｓ３よりも低下して適当な期間経過したら、作
業モードを通常モードに切換える。
【００３８】
　具体的には、Ｓ１２１において、チェーンソー１を通常モードに設定する。スロットル
レバー２ａによりスロットルバルブ３を開くことにより、回転速度が、低速度範囲３０か
ら中速度範囲３２を越えて高速度範囲３４に上昇する。Ｓ１２２において、回転速度が高
速度範囲３４における第２の作業回転速度Ｓ２よりも大きいかどうかを判定する。回転速
度が第２の作業回転速度Ｓ２以下の場合、Ｓ１２２に戻る。回転速度が第２の作業回転速
度Ｓ２よりも大きい場合、Ｓ１２３において、通常モードを作業モードに切換える。作業
モードにおいては、例えば、チェーンソー１のスロットルバルブ３を多数の細い枝を切断
するために全開と全閉を繰返すように操作するとき、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角
度Ａ２に維持されるので、スロットルバルブ３を全開にしたときの加速性能が向上し、作
業を効率よく行うことができる。
【００３９】
　次いで、Ｓ１２４において、カウンタの値をリセットする。Ｓ１２５において、回転速
度が中速度範囲３２における第３の作業回転速度Ｓ３よりも小さいかどうかを判定する。
回転速度が第３の作業回転速度Ｓ３以上の場合、Ｓ１２４に戻る。回転速度が第３の作業
回転速度Ｓ３よりも小さい場合、Ｓ１２６において、カウンタの値を１つ増やして、Ｓ１
２７において、カウンタの値が所定の値よりも大きいかどうかを判定する。カウンタの値
が所定の値以下の場合、すなわち、回転速度が第３の作業回転速度Ｓ３よりも低下して適
当な期間が経過していない場合、Ｓ１２５に戻る。カウンタの値が所定の値よりも大きい
場合、作業を終了したと考え、Ｓ１２８において、作業モードを通常モードに切換える。
第３の作業回転速度Ｓ３は、例えば、チェーンソー１のスロットルバルブ３を多数の細い
枝を切断するために全開と全閉を繰返すように操作するときに回転速度が中速度範囲３２
に低下しても作業を継続する基準作業回転速度である。通常モードでは、点火タイミング
が、第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも小さくなるので、回転速度を中速度範囲３２から低速
度範囲３０に確実に低下させることができる。
【００４０】
　次に、図１０を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの第３の
例を説明する。この例では、スロットルバルブ３が全開位置にあることを検出するスイッ
チ３ｂを使用する。概略的には、チェーンソー１を通常モードでスタートし、スロットル
バルブ３が全開位置にあることを検出したら、通常モードを作業モードに切換える。また
、スロットルバルブ３が全開位置にないことを検出して適当な期間経過したら、作業モー
ドを通常モードに切換える。
【００４１】
　具体的には、Ｓ１４１において、チェーンソー１を通常モードに設定する。スロットル
バルブ３を開くことにより、回転速度が、低速度範囲３０から中速度範囲３２を越えて高



(9) JP 2018-91277 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

速度範囲３４に上昇する。Ｓ１４２において、スロットルバルブ３が全開位置にあるかど
うかを判定する。スロットルバルブ３が全開位置にない場合、Ｓ１４２に戻る。スロット
ルバルブ３が全開位置にある場合、Ｓ１４３において、通常モードを作業モードに切換え
る。作業モードにおいては、例えば、チェーンソー１のスロットルバルブ３を枝払いのた
めに全開と全閉を繰返すように操作するとき、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角度Ａ２
に維持されるので、スロットルバルブ３を全開にしたときの加速性能が向上し、作業を効
率よく行うことができる。
【００４２】
　次いで、Ｓ１４４において、カウンタの値をリセットする。Ｓ１４５において、スロッ
トルバルブ３が全開位置にあるかどうかを判定する。スロットルバルブが全開位置にある
場合、Ｓ１４４に戻る。スロットルバルブが全開位置にない場合、１４６において、カウ
ンタの値を１つ増やして、Ｓ１４７において、カウンタの値が所定の値よりも大きいかど
うかを判定する。カウンタの値が所定の値以下の場合、すなわち、スロットルバルブが全
開位置にないけれども再び全開位置にすると予想される適当な期間が経過していない場合
、Ｓ１４３に戻る。カウンタの値が所定の値よりも大きい場合、作業を終了したと考え、
１４８において、作業モードを通常モードに切換える。通常モードでは、点火タイミング
が、第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも小さくなるので、回転速度を中速度範囲３２から低速
度範囲３０に確実に低下させることができる。
【００４３】
　次に、図１１を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの第４の
例を説明する。この例では、スロットルバルブが全開位置にあることを検出するスイッチ
３ｂを使用する。概略的には、チェーンソー１を通常モードでスタートし、スロットルバ
ルブ３が全開位置にあることを検出したら、通常モードを作業モードに切換える。また、
スロットルバルブ３が全開位置にないことを検出したら、作業モードを通常モードに切換
える。
【００４４】
　具体的には、Ｓ１６１において、チェーンソー１を通常モードに設定する。スロットル
レバー２ａによりスロットルバルブ３を開くことにより、回転速度が、低速度範囲３０か
ら中速度範囲３２を越えて高速度範囲３４に上昇する。Ｓ１６２において、スロットルバ
ルブ３が全開位置にあるかどうかを判定する。スロットルバルブ３が全開位置にない場合
、通常モードが維持され、Ｓ１６２に戻る。スロットルバルブ３が全開位置にある場合、
１６３において、通常モードを作業モードに切換える。作業モードでは、高速度範囲３４
だけでなく中速度範囲３２においても、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持
されるので、例えば、チェーンソー１の刃１ａが木に進入して、回転速度が中速度範囲３
２に低下しても中速度範囲３２における出力が増大し、作業を効率よく行うことができる
。
【００４５】
　次いで、Ｓ１６４において、スロットルバルブ３が全開位置にあるかどうかを判定する
。スロットルバルブ３が全開位置にある場合、作業モードが維持され、Ｓ１６４に戻る。
スロットルバルブ３が全開位置にない場合、作業を終了したと考え、Ｓ１６５において、
通常モードを作業モードに切換える。点火タイミングが、第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも
小さくなるので、回転速度を中速度範囲３２から低速度範囲３０に確実に低下させること
ができる。
【００４６】
　次に、図１２を参照して、通常モードと作業モードを切換えるフローチャートの第５の
例を説明する。概略的には、チェーンソー１を通常モードでスタートし、スロットルバル
ブ３がアイドル位置にないことを検出したら、通常モードを作業モードに切換える。また
、スロットルバルブ３がアイドル位置にあることを検出したら、作業モードを通常モード
に切換える。
【００４７】
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　具体的には、Ｓ１８１において、チェーンソー１を通常モードに設定する。Ｓ１８２に
おいて、スロットルバルブ３がアイドル位置にあるかどうかを判定する。スロットルバル
ブ３がアイドル位置にある場合、通常モードが維持され、Ｓ１８２に戻る。スロットルバ
ルブがアイドル位置にない場合、スロットルレバー２ａによりスロットルバルブ３を開い
ており、回転速度が、低速度範囲３０から中速度範囲３２を越えて高速度範囲３４に上昇
するので、Ｓ１８３において、通常モードを作業モードに切換える。作業モードでは、高
速度範囲３４だけでなく中速度範囲３２においても、点火タイミングが第２のＢＴＤＣ角
度Ａ２に維持されるので、例えば、チェーンソー１の刃１ａが木に進入して、回転速度が
中速度範囲３２に低下しても中速度範囲３２における出力が増大し、作業を効率よく行う
ことができる。
【００４８】
　次いで、Ｓ１８４において、スロットルバルブ３がアイドル位置にあるかどうかを判定
する。スロットルバルブ３がアイドル位置にない場合、作業モードが維持され、Ｓ１８４
に戻る。スロットルバルブ３がアイドル位置にある場合、作業を終了したと考え、Ｓ１８
５において、通常モードを作業モードに切換える。通常モードでは、点火タイミングが、
第２のＢＴＤＣ角度Ａ２よりも小さくなるので、回転速度を中速度範囲３２から低速度範
囲３０に確実に低下させることができる。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、以上の実施の形態に限定されること
なく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本
発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。
【００５０】
　上記のフローチャートの例では、適当な期間を経過させるのにカウンタを使用したけれ
ども、タイマを使用してもよい。また、通常モードと作業モードとを切換える前にカウン
タを設けていない例において、カウンタを設けてもよい。
【００５１】
　上記実施形態では、スロットルバルブ３が全開位置にあること検出するスイッチ３ｂ、
又は、スロットルバルブ３がアイドル位置にあることを検出するスイッチ３ｃを、スロッ
トルバルブ３に設けることを説明したけれども、かかるスイッチ３ｂ、３ｃを、スロット
ルレバー２ａに設けてもよい。
【００５２】
　上記説明における高速度範囲３４及び低速度範囲３０は、少なくとも中速度範囲３２の
近傍の範囲を意味する。したがって、中速度範囲３２から離れた回転速度範囲において、
点火タイミングが第１のＢＴＤＣ角度Ａ１又は第２のＢＴＤＣ角度Ａ２に維持されていな
くてもよい。
【００５３】
　上記のフローチャートの第１、第４及び第５の例では、太い木を切断する場合を説明し
たけれども、第１、第４及び第５の例を、多数の細い木を切断するのに使用してもよい。
上記のフローチャートの第２及び第３の例では、多数の細い木を切断する場合を説明した
けれども、第２及び第３の例を太い木を切断する場合に使用してもよい。
【００５４】
　上記実施形態では、手持ち式エンジン作業機がチェーンソーである場合を説明したけれ
ども、手持ち式エンジン作業機は、刈払機、エンジンカッター、ヘッジトリマー等であっ
てもよい。
【００５５】
１　チェーンソー（手持ち式エンジン作業機）
２　２サイクル内燃エンジン
４　シリンダ
６　クランクシャフト
８　ピストン
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８ａ　上死点位置
３０　低速度範囲
３２　中速度範囲
３４　高速度範囲
Ａ１　第１のＢＴＤＣ角度
Ａ２　第２のＢＴＤＣ角度
Ｓ１　第１の作業回転速度
Ｓ２　第２の作業回転速度
Ｓ３　第３の作業回転速度
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